
  板橋区民間保育所等整備費補助要綱 

（昭和４９年 ９月３０日区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、区内の保育所等及び区内の認定こども園に

おける保育所機能部分を、子ども家庭庁の「就学前教育・保育施設整備交付金」及び東京都

の「待機児童解消区市町村支援事業補助要綱」を活用して整備する事業に対し、区が予算の

範囲内において交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる施設整備に関する事業（以下「補助事業」という。）は、

法人格を有する者が行う次に掲げるものとする。 

（１）創設 新たに保育所等及び保育所機能部分を整備すること。 

（２）改築 既存施設の定員の増員を行わないで改築（一部改築を含む。）をすること。 

（３）増築 既存施設の定員の増員を図るための整備をすること。 

（４）増改築 既存施設の定員の増員を図るための増築をするとともに既存施設の改築（一部

改築を含む。）をすること。 

（５）大規模修繕等 既存施設について、「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規

模修繕等の取扱いについて（令和５年８月２２日こ成事第４２６号子ども家庭庁成育局

長通知）」に即した整備をすること（５００万円以上の修繕等に限る。）。 

（６）老朽民間児童福祉施設整備 社会福祉法人が設置する施設について、「老朽民間児童福

祉施設等の整備について（令和５年８月２２日こ成事第４３１号こども家庭庁育成局長

通知）」に即した改築（一部改築を含む。）をすること。 

（７）ブロック塀の改修工事 

（８）安全柵の設置工事 

 

 

（補助対象施設） 

第３条 補助金の交付の対象となる施設は、法人格を有する者が設置する次に掲げるものとす

る。 

（１）保育所等 

ア 児童福祉法第３５条の４に基づき設置する同法第３９条第１項に規定する保育所 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８

年法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項に基づく認定を受け

ることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 

ウ 認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園において、児童福祉

法第７条第１項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分 

エ 平成１０年４月９日児発第３０２号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営

について」に基づき設置する保育所分園 

オ 平成２８年８月８日府子本第５５５号・２８文科初第６８２号・雇児発０８０８第１

号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の

取扱いについて」に基づき設置する保育所型認定こども園分園・幼保連携型認定こども

園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 

（２）保育所機能部分 

ア 認定こども園法第３条第１項及び第３項に基づく認定を受けることができる幼稚園

において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分（当該施設の定員が２０人以

上の場合に限る。） 

イ 平成２８年８月８日府子本第５５５号・２８文科初第６８２号・雇児発０８０８第１

号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均



等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の

取扱いについて」に基づき設置する幼稚園型認定こども園分園において保育を必要とす

る子どもに保育を実施する部分 

 

（補助対象事業者） 

第３条の２ この要綱に基づく補助金の交付対象者は、前条に定める施設を整備する事業者の

うち、申請日現在、法人住民税を滞納していないものとする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、別表１－１、１－２、１－３、１－４及び１－５

に掲げるものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。 

(１) 土地の買収又は整地に要する経費 

(２) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認

められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する経費 

(３) 職員の宿舎に要する経費 

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が施設整備に要する費用として適当でないと認める経

費 

 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、次により算出するものとする。 

(１) 第３条第１号に掲げる保育所等（創設・増築・増改築） 

定員数に応じた別表２－１に掲げる額（特殊付帯工事、設計料加算、土地借料加算、定期借地権設定

のための一時金の加算又は地域の余裕スペース活用促進加算を受ける場合は、それぞれを加えた額）に

２分の３を乗じて得た基準額と、別表１－１に定める補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額

を選定額とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て） 

(２) 第３条第１号に掲げる保育所等（改築） 

定員数に応じた別表２－２に掲げる額（特殊付帯工事、設計料加算、土地借料加算、定期借地権設定の

ための一時金の加算又は地域の余裕スペース活用促進加算を受ける場合は、それぞれを加えた額）に２

を乗じて得た基準額と、別表１－１に定める補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額を選定額

とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て） 

(３) 第３条第１号に掲げる保育所等（大規模修繕等） 

別表１－２で定める基準により算出した基準額と、補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額

を選定額とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て） 

(４) 第３条第２号に掲げる保育所機能部分（創設・増築・増改築・改築・老朽民間児童福祉施設整備） 

定員数に応じた別表２－３に掲げる額に２を乗じて得た基準額と、別表１－３に定める補助対象経費

の実支出額のうちいずれか少ない額を選定額とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満

切り捨て） 

(５) 第３条第２号に掲げる保育所機能部分（大規模修繕等） 

別表１－４で定める基準により算出した基準額と、補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額

を選定額とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て） 

(６) 第３条第１号に掲げる保育所等（ブロック塀の改修工事・安全柵の設置工事） 

別表１－５で定める基準により算出した基準額と、補助対象経費の実支出額のうちいずれか少ない額

を選定額とし、これに４分の３を乗じて得た額（１，０００円未満切り捨て） 

２ 第２条に定める補助事業は、東京都の待機児童解消区市町村支援事業の対象として、前項

に定める選定額に８分の１を乗じて得た額を加算する（１，０００円未満切り捨て）。 

３ 第２条に定める補助事業（大規模修繕等・ブロック塀の改修工事・安全柵の設置工事を除

く。）の補助対象経費の実支出額が、第１項第１号、第２号又は第４号でそれぞれ算定した基

準額を上回る場合は、高騰加算の対象として保育所等については定員数に応じた別表２－４

に掲げる額（特殊付帯工事、地域の余裕スペース活用促進加算を受ける場合は、それぞれ加えた額。）、

保育所機能部分については定員数に応じた別表２－５に掲げる額に基づき算定した基準額

と、補助対象経費の実支出額から第１項で算定した基準額を減じた額のうちいずれか少ない額を



選定額とし８分の７を乗じて得た額をさらに加算する（１，０００円未満切り捨て）。 

４ 当該事業が複数年にわたる場合は、当該年度の交付対象となる工事金額による出来高によ

り進捗率を算出し、前各項までに定める算出方法によって得た額に進捗率を乗じ、１，００

０円未満を切り捨てた額を交付額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、別記第１号様式に、次に掲げる書類を添えて区

長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書（工事期間、工事仕様書、平面図等） 

（２）見積書及び内訳書の写し 

（３）当該事業に関する収支予算書（又は見積書）抄本 

（４）財産目録及び貸借対照表 

（５）直近の法人住民税の領収書の写し又は納税証明書（非課税の場合は申告書（控）の写し、

免除の場合は免除決定通知書の写し） 

（６）前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 区長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容について審査し、適正で

あると認めたときは別記第２号様式により、適正でないと認めたときは別記第３号様式によ

り交付決定者に通知するものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第８条 前条の規定に基づく補助金の交付の決定を受けた者は、事情により補助金の額に変更

が生じたときは、別記第４号様式に、第６条第１号から第３号までに掲げる書類及びその他

区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。 

２ 前条の規定に基づく補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したと

きは、別記第５号様式を区長に提出しなければならない。 

（１）事業の計画を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないとき。 

（２）事業を廃止しようとするとき。 

 

（変更交付決定） 

第９条 区長は、前条第１項の規定に基づく申請を受けたときは、その内容について審査し、

適正であると認めたときは別記第６号様式により、適正でないと認めたときは、別記第７号

様式により交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び支払） 

第10条 区長は、第７条による交付決定又は前条による変更交付決定を行った場合は、保育所

等を新設する場合にあっては当該保育所等が認可された後に、保育所機能部分を新設する場

合にあっては当該保育所機能部分が認定された後に、分園の設置、定員の拡大又は老朽化に

伴い整備をする場合にあっては当該設置及び変更に関する届出が受理された後に、交付決定

を受けた者から請求書（別記第８号様式）及び必要な書類を徴し、支払うものとする。ただ

し、当該事業が複数年にわたる場合は、この限りではない。 

 

（補助事業の完了時期）  

第11条 補助事業（当該事業が複数年にわたる場合は、各会計年度分の事業とする。以下同じ。）

は、当該会計年度の３月３１日までに完了しなければならない。 

 

（事故報告） 

第12条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面に

より区長に報告し、その承認を受けなければならない。 

 



（状況報告） 

第13条 補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要に応じ補助事業の遂行状況について、区

長に報告しなければならない。 

 

（補助金の申請の取下げ） 

第14条 補助金の交付を申請した者は、第７条又は第９条の決定に異議があるときは、別記第

９号様式により申請を取り下げることができる。 

 

（補助事業の遂行命令） 

第15条 補助事業が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に従って遂行されてい

ないと認めるときは、区長は、補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。 

２ 前項の命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第16条 補助金の交付決定又は変更交付決定を受けた者は、当該会計年度終了までに補助事業

を完了し、翌年度４月末日までに、別記第10号様式を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第12条の規定に基づき区長の承認を受け、補助金の交付の決定

に係る会計年度が終了したときは、速やかに別記第10号様式を区長に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定） 

第17条 区長は、前条の規定により実績報告書を受けた場合においては、実績報告書の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めたと

きは、第７条又は第９条で決定した額を上限として、実績に応じて交付すべき補助金の額を

確定し、別記第11号様式により交付決定者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

第18条 区長は、前条の規定により、調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容

及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるた

めの処置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 第16条の規定による実績報告は、前項の命令により必要な処置をした場合においてもこれ

を行わなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第19条 区長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取消しすることができる。 

（１）偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の目的に使用したとき。 

（３）補助金の交付の内容、又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。 

２ 前各号の規定は、第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用

する。 

 

（補助金の返還） 

第20条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の

当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるも

のとする。 

２ 第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえ

る補助金が交付されているときもまた同様とする。 

 

（違約加算金及び延滞金） 



第21条 補助金の交付を受けた者が、前条の規定により補助金の交付の決定の全部、又は一部

を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付

の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間

については、既納付額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した

違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パーセントの割

合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割

合とする。 

４ 第１項又は第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金

又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。 

 

（補助金の交付の制限） 

第22条 区長は、第20条の規定により補助金の返還を命じたものに対しては、その返還が完了

してから３年間はあらたに補助を行わないものとする。ただし、区長が特に必要と認めたと

きはこの限りでない。 

 

（財産処分等の制限） 

第23条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助

金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し

又は廃棄しようとするときは、別記第12号様式によりあらかじめ区長の承認を受けなければ

ならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後、別に区長が定める期間

を経過した場合は、この限りでない。 

 

（書類の整備保管） 

第24条 補助金の交付を受けた者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかに

した書類を整備し、これを事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（消費税等に係る仕入控除税額の報告） 

第25条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに別記第13号様式により区長に

報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支

社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等

（以下この号において「本部等」という。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。 

２ 区長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることが

ある。 

 

（その他必要な事項） 

第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、子ども家庭部長が別に定める。 

 

（補則） 

第27条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、東京都板

橋区補助金交付規則(昭和42年板橋区規則第３号)の定めるところによる。 

 

   付 則 

１ この要綱は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

（平成２８年度の特例） 

２ 平成２８年度における第５条の適用については、同条第２項第１号中「８分の１」とあるのは、「１６

分の３」とする。 



（平成２９年度の特例） 

３ 平成２９年度における第５条の適用については、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の

３」とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

（平成３０年度の特例） 

４ 平成３０年度における第５条の適用については、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の

３」とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

（令和元年度の特例） 

５ 令和元年度における第５条の適用については、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の３」

とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

（令和２年度の特例） 

６ 令和２年度における第５条の適用については、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の３」

とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

（令和３年度の特例） 

７ 令和３年度における第５条の適用については、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の３」

とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

（令和４年度の特例） 

８ 令和４年度における第５条の適用については、東京都の待機児童解消区市町村支援事業補助要綱（令

和５年３月１日４福保子保第４０４６号）に定める補助率引き上げ要件のうち二つ以上が該当する場合、

同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の３」とし、同条第３項中「８分の７」とあるのは「１６

分の１５」とする。 

（令和５年度の特例） 

９ 令和５年度における第５条の適用については、東京都の待機児童解消区市町村支援事業補助要綱（令

和６年２月１日５福保子保第２５６０号）の激変緩和措置において定める補助率引き上げ要件のうち二

つ以上が該当する場合、同条第２項中「８分の１」とあるのは「１６分の３」とし、同条第３項中「８分

の７」とあるのは「１６分の１５」とする。 

 

 

   付 則 

 この一部改正は、平成４年７月１７日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この一部改正は、平成７年２月２日から施行し、平成６年７月１日から適用する。 

   付 則 

 この一部改正は、平成１８年３月６日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この一部改正は、平成１９年１１月２０日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

付 則 

 この一部改正は、平成２２年３月１７日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

付 則 

 この一部改正は、平成２３年３月３１日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

付 則 

 この一部改正は、平成２６年２月２１日から施行する。 

   付 則 

 １ この一部改正は、平成２７年３月１６日から施行する。 

 ２ 平成２６年度の特例 

   平成２６年度における第５条の適用については、同条第２項第１号中「８分の１」とあ

るのは「１６分の３」とする。 

   付 則 

 １ この一部改正は、平成２８年３月２日から施行する。 

 ２ 平成２７年度の特例 

   平成２７年度における第５条の適用については、同条第２項第１号中「８分の１」とあ

るのは「１６分の３」とする。 



 付 則 

 この一部改正は、平成３０年３月１２日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 付 則 

この一部改正は、平成３１年２月２５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

付 則 

この一部改正は、令和２年２月１８日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

付 則 

この一部改正は、令和３年３月５日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

付 則 

この一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 

  付 則 

この一部改正は、令和４年２月１８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

  付 則 

この一部改正は、令和５年３月１３日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

この一部改正は、令和６年２月２１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 



別表１－１ 

施設区分 種目 基準 補助対象経費 

保育所等 本体工事

費 （ 大 規

模修繕等

を除く。） 

別表２－１又は２－２に掲げる１施設

当たりの交付基準額を基準とする。 

施設の整備（施設の整備と一体的に整備

されるものであって、区長が必要と認めた

整備を含む。）に必要な工事費又は工事

請負費（第４条ただし書に定める費用を

除く。以下同じ。）、工事事務費（工事施工

のために直接必要な事務に要する費用

であり、旅費、消耗品費、通信運搬費、印

刷製本費及び設計監督料等をいい、その

額は、工事費又は工事請負費の 2.6％に

相 当す る 額 を限 度 額 とす る 。 以下 同

じ。）、実施設計に要する費用、開設準備

に必要な費用、新たに土地を賃借して整

備する場合に必要な賃借料（敷金を除き

礼金を含む。）、定期借地権契約により土

地を確保し整備する場合に必要となる権

利金や前払地代などの一時金。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは

別の種目において別途交付対象とする費

用を除き（以下同じ。）、工事費又は工事

請負費には、これと同等と認められる委

託費、分担金及び適当と認められる購入

費等を含む。（以下同じ。） 

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事 費 （ 災

害復旧に

係 る 仮 設

施設整備

工事費は

除く。以下

同じ。） 

別表２－１又は２－２に掲げる１施設

当たりの交付基準額を基準とする。 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備に必要な賃借料、

工事費又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 



別表１－２ 

施設区分 種目 基準 補助対象経費 

保育所等 本 体工 事

費 （ 大 規

模 修繕 等

に限る。） 

次のいずれか低い方の価格 

⑴公的機関の見積もり 

⑵工事請負業者２社の見積もり 

施設の整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、区長が必要と認

めた整備を含む。）に必要な工事費又は

工事請負費（第４条ただし書に定める費

用を除く。以下同じ。）、工事事務費（工

事施工のために直接必要な事務に要す

る費用であり、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等を

いい、その額は、工事費又は工事請負

費の 2.6％に相当する額を限度額とす

る。以下同じ。）、実施設計に要する費

用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは

別の種目において別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。）、工事費又は工

事請負費には、これと同等と認められる

委託費、分担金及び適当と認められる購

入費等を含む。（以下同じ。） 

仮 設施 設

整 備工 事

費 

区長が必要と認めた額 仮設施設整備に必要な賃借料、工事費

又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１－３ 

施設区分 種目 基準 補助対象経費 

保育所機

能部分 

本体工事

費 （ 大 規

模修繕等

を除く。） 

別表２－３に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。 

施設の整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、区長が必要と認

めた整備を含む。）に必要な工事費又は

工事請負費（第４条ただし書に定める費

用を除く。以下同じ。）、工事事務費（工

事施工のために直接必要な事務に要す

る費用であり、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等を

いい、その額は、工事費又は工事請負

費の 2.6％に相当する額を限度額とす

る。以下同じ。）、実施設計に要する費

用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは

別の種目において別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。）、工事費又は工

事請負費には、これと同等と認められる

委託費、分担金及び適当と認められる購

入費等を含む。（以下同じ。） 

解体撤去

工事費及

び仮設施

設整備工

事費 

別表２－３に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。 

解体撤去に必要な工事費又は工事請負

費及び仮設施設整備に必要な賃借料、

工事費又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表１－４ 

施設区分 種目 基準 補助対象経費 

保育所機

能部分 

本 体工 事

費 （ 大 規

模 修繕 等

に限る。） 

次のいずれか低い方の価格 

⑴公的機関の見積もり 

⑵工事請負業者２社の見積もり 

施設の整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、区長が必要と認

めた整備を含む。）に必要な工事費又は

工事請負費、工事事務費（工事施工のた

めに直接必要な事務に要する費用であ

り、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷

製本費及び設計監督料等をいい、その

額は、工事費又は工事請負費の 2.6％に

相当する額を限度額とする。以下同

じ。）、実施設計に要する費用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは

別の種目において別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。）、工事費又は工

事請負費には、これと同等と認められる

委託費、分担金及び適当と認められる購

入費等を含む。（以下同じ。） 

仮 設施 設

整 備工 事

費 

区長が必要と認めた額 仮設施設整備に必要な賃借料、工事費

又は工事請負費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１－５ 

施設区分 種目 基準 補助対象経費 

保育所等 ブ ロ ッ ク

塀の改修

工事 

次のいずれか低い方の価格 

⑴公的機関の見積もり 

⑵工事請負業者２社の見積もり 

 

※ただし、見積り額が 300,000 円未満の

場合は、補助の対象としない 

安全性に問題があるブロック塀の撤去、

再設置、改修にかかる工事に必要な工

事費又は工事請負費、工事事務費（工事

施工のために直接必要な事務に要する

費用であり、旅費、消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は工事請負費の

2.6％に相当する額を限度額とする。以下

同じ。）、実施設計に要する費用。 

ただし、別の補助金等又はこの種目とは

別の種目において別途交付対象とする

費用を除き（以下同じ。）、工事費又は工

事請負費には、これと同等と認められる

委託費、分担金及び適当と認められる購

入費等を含む。（以下同じ。） 

 

※「ブロック塀」とは、石造、コンクリートブ

ロック造その他組積造による塀及びこれ

らの基礎をいう。 

※改修すべきブロック塀は、施設所有の

ものに限る。 

※ブロック塀の撤去にとどまる場合は対

象としない。 

※児童の活動が想定される区分に限定

した施工面積、範囲を対象とし、それを超

える範囲の経費は対象としない。 

安全柵の

設置工事 

次のいずれか低い方の価格 

⑴公的機関の見積もり 

⑵工事請負業者２社の見積もり 

 

※ただし、見積り額が 300,000 円未満の

場合は、補助の対象としない 

子どもの安全な環境を確保するための、

安全柵の設置工事に必要な工事費又は

工事請負費、工事事務費、実施設計に要

する費用 

 

※「安全柵」とは、施設に隣接する、施設

の所有ではない安全性に問題があるブロ

ック塀の倒壊防止（等の安全対策）機能

を備えた柵をいう。また、施設の敷地内に

設置する場合において対象とする。 

※児童の活動が想定される区分に限定

した施工面積、範囲を対象とし、それを超

える範囲の経費は対象としない。 

 



別表２－１

保育所等（創設・増築・増改築)
単位：千円

解体撤去工事費 仮設施設整備工事費

開設準備費加算（次に掲げる整
備後の定員区分における交付基
準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 87,400 41 1,749 3,116
定員21～30名 91,600 31 1,983 3,802
定員31～40名 106,500 25 2,644 4,608
定員41～70名 121,400 22 3,328 6,401
定員71～100名 157,700 17 4,694 9,604
定員101～130名 189,800 15 5,634 11,525
定員131～160名 219,700 14 7,042 14,406
定員161～190名 249,500 12 8,451 15,752
定員191～220名 277,300 12 9,859 18,378
定員221～250名 307,200 12 11,270 21,003
定員251名以上 341,400 12 12,678 23,629
特殊付帯工事

設計料加算

土地借料加算

定期借地権設定のた
めの一時金加算

地域の余裕スペース
活用促進加算

１ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において児
童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。
２ 増築、一部改築等、定員のすべてが本体工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得
た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場
合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨
て）
３ 一部改築等、定員のすべてが解体撤去工事、仮設施設整備工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数
を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事
に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定すること。
（いずれも、小数点以下切捨て）
４ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合に加算すること。また、工事着工日までの費用
を含む。
５ 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市
施設など）を活用して保育所等を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。
６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊
附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月22日こ成事第423号こども家庭庁成育局長通知）に基づき整備すること。なお、認
定こども園の保育所部分及び教育部分の両方について特殊付帯工事を行う場合、保育所部分の額を基準額として計上し幼
稚園部分の額は計上しないこととする。

本体工事

12,040
本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、
土地借料加算、定期借地権設定のための一時金加
算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

34,700

12,400

保育所等の設置に必要な土地について、当該保育
所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
路線価に基づき相続税における評価額の算出方法
により算出された額の２分の１に、３分の２を乗じた
額（千円未満切捨て）



別表２－２

保育所等（改築） 　　　　　　　単位：千円
解体撤去工事費 仮設施設整備工事費

開設準備費加算（次に掲げる整
備後の定員区分における交付基
準額に増加定員数を乗じて加算

定員20名以下 65,500 30 1,311 2,336
定員21～30名 68,600 22 1,488 2,851
定員31～40名 79,800 18 1,983 3,455
定員41～70名 91,000 16 2,496 4,801
定員71～100名 118,200 12 3,519 7,202
定員101～130名 142,200 10 4,225 8,643
定員131～160名 164,600 10 5,282 10,807
定員161～190名 187,100 9 6,339 11,814
定員191～220名 207,900 9 7,394 13,783
定員221～250名 230,400 9 8,451 15,752
定員251名以上 255,900 9 9,508 17,721
特殊付帯工事

設計料加算

土地借料加算

定期借地権設定のた
めの一時金加算

地域の余裕スペース
活用促進加算

１ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において児
童福祉施設としての保育を実施する部分を整備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とする。なお、保育所部
分及び教育部分の両方について整備を行う場合は、土地借料加算、定期借地権設定のための一時金加算及び地域の余裕
スペース活用促進加算については、保育所部分に係る額を基準額として計上し、幼稚園部分に係る額は計上しないこととす
る。
２ 増築、一部改築等、定員のすべてが本体工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得
た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場
合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨
て）
３ 一部改築等、定員のすべてが解体撤去工事、仮設施設整備工事にかからない場合は、既存施設の工事にかかる定員数
を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事
に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定すること。
（いずれも、小数点以下切捨て）
４ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合に加算すること。また、工事着工日までの費用
を含む。
５ 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都市
施設など）を活用して保育所等を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算すること。
６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金及び就学前教育・保育施設整備交付金における特殊
附帯工事の取扱いについて」（令和５年８月22日こ成事第423号こども家庭庁成育局長通知）に基づき整備すること。なお、認
定こども園の保育所部分及び教育部分の両方について特殊付帯工事を行う場合、保育所部分の額を基準額として計上し幼
稚園部分の額は計上しないこととする。

8,950
本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、
土地借料加算、定期借地権設定のための一時金加
算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

26,000
保育所等の設置に必要な土地について、当該保育
所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
路線価に基づき相続税における評価額の算出方法
により算出された額の２分の１に、２分の１を乗じた
額（千円未満切捨て）

9,290

本体工事



別表２－３

保育所機能部分（創設・増築・増改築・改築・老朽民間児童福祉施設整備） 　　　　　　　単位：千円
本体工事 解体撤去工事費 仮設施設整備工事費

定員20名以下 41,500 833 1,486
定員21～30名 43,500 946 1,814
定員31～40名 50,700 1,261 2,199
定員41～70名 57,900 1,588 3,054
定員71～100名 75,100 2,238 4,584
定員101～130名 90,600 2,686 5,500
定員131～160名 104,700 3,360 6,875
定員161～190名 119,100 4,033 7,516
定員191～220名 132,300 4,706 8,771
定員221～250名 146,400 5,377 10,023
定員251名以上 162,800 6,051 11,277

別表２－４

保育所等（高騰加算）
　　　　　　　単位：千円

本体工事 解体撤去工事費 仮設施設整備工事費
定員20名以下 32,775 655 1,168
定員21～30名 34,350 743 1,425
定員31～40名 39,937 991 1,728
定員41～70名 45,525 1,248 2,400
定員71～100名 59,137 1,760 3,601
定員101～130名 71,175 2,112 4,321
定員131～160名 82,387 2,640 5,402
定員161～190名 93,562 3,169 5,907
定員191～220名 103,987 3,697 6,891
定員221～250名 115,200 4,226 7,876
定員251名以上 128,025 4,754 8,860
特殊付帯工事 4,515
地域の余裕スペース
活用促進加算

4,650

１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当す
る基準額とすること。
２  増築、一部改築等、定員のすべてが本体工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後
の総定員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額と
すること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する面
積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て）
３ 一部改築等、定員のすべてが解体撤去工事、仮設施設整備工事にかからない場合は、既存施設の
工事にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準
額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定
員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て）

１ 増築等定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除し
て得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係
る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面
積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て）
２ 認定こども園の保育所部分及び教育部分の両方について特殊付帯工事を行う場合、保育所部分の
額を基準額として計上し、幼稚園部分の額は計上しないこととする。



別表２－５

保育所機能部分（高騰加算） 　　　　　　　単位：千円
本体工事 解体撤去工事費 仮設施設整備工事費

定員20名以下 20,750 416 743
定員21～30名 21,750 473 907
定員31～40名 25,350 630 1,099
定員41～70名 28,950 794 1,527
定員71～100名 37,550 1,119 2,292
定員101～130名 45,300 1,343 2,750
定員131～160名 52,350 1,680 3,437
定員161～190名 59,550 2,016 3,758
定員191～220名 66,150 2,353 4,385
定員221～250名 73,200 2,688 5,011
定員251名以上 81,400 3,025 5,638

１ 増築等定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除し
て得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事に係
る定員数が算定できない場合は、「工事にかかる定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面
積」で算定すること。（いずれも、小数点以下切捨て）



第１号様式（第６条関係） 

                         年  月  日  

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

所在地 

名 称 

代表者職氏名             

 

板橋区民間保育所等整備費補助申請書 

 

板橋区民間保育所等整備費補助金を交付願いたく関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 対象施設名及び所在地 

 

 

２ 対象事業 

 ☐創設 ☐改築 ☐増築 ☐増改築 ☐大規模修繕等 ☐老朽民間児童福祉施設整備 

 ☐ブロック塀の改修工事 ☐安全柵の設置工事  

３ 申請金額 

  金          円 

 

４ 内訳  

⑴ 基本分 

ア 基準額              円 

  イ 対象経費の実支出額        円 

ウ 選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 ⑵ 加算分 

    選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 ⑶ 高騰加算分 

  ア 高騰加算基準額          円 

  イ 対象経費の実支出額から⑴ア基準額を減じた額        円 

  ウ 選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 

５ 関係書類 

⑴  事業計画書（工事期間、工事仕様書、平面図等） 

⑵  見積書及び内訳書の写し 

⑶  当該事業に関する収支予算書（又は見積書）抄本 

 ⑷  財産目録及び貸借対照表 

 ⑸   法人住民税の領収書の写し又は納税証明書。ただし、非課税の場合は申告書（控）の写

し、免除の場合は免除決定通知書の写し（いずれも直近のもの） 



第２号様式（第７条関係） 

                                 第   号 

所在地 

名 称 

代表者職氏名 

 

板橋区民間保育所等整備費補助交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった板橋区民間保育所等整備費補助金を下

記により交付する。 

 

      年  月  日 

 

板橋区長              

 

記 

 

１ 交付金額 

  金            円 

  （内訳）基本分        円 

      加算分        円 

      高騰加算分      円 

 

２ 対象施設及び対象事業 

 

３ 補助条件 

⑴ この補助金は、補助事業以外の用に使用してはならない。 

⑵ 補助事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更又は

廃止承認申請書を区長に提出すること。 

⑶ 次の各号の一に該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部又は一部

の返還を命ずることがある。 

  ア 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。 

  イ 補助事業以外に使用したとき。 

  ウ 事業の計画を縮小し、又は廃止したとき。 

  エ 区長の指定する交付の条件に違反したとき。 

⑷ 補助事業が終了した後は、速やかに区長の指定する事業報告書を提出すること。 

 

４ 申請の撤回 

申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、こ

の交付の決定の通知を受領後１４日以内に、申請の撤回をすることができる。 



第３号様式（第７条関係） 

第     号 

                            年  月  日  

 

 

             様 

 

 

板橋区長             

 

 

板橋区民間保育所等整備費補助申請却下通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった板橋区民間保育所等整備費補助について

は、下記の理由により却下することに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

却下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８条関係） 

 

                            年  月  日  

（宛先）板 橋 区 長 

 

                 所在地 

                 名 称 

                 代表者職氏名             

 

板橋区民間保育所等整備費補助金変更交付申請書 

 

      年  月  日付け    第   号で交付決定を受けた  年度板

橋区民間保育所等整備費補助金について、その後の事情変更により、交付額を次のと

おり変更されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

記 
 

１ 対象施設名及び所在地 

 

２ 対象事業 

 ☐創設 ☐改築 ☐増築 ☐増改築 ☐大規模修繕等 ☐老朽民間児童福祉施設整備 

 ☐ブロック塀の改修工事 ☐安全柵の設置工事  

 

３ 変更申請額                   円 

うち、交付決定済額               円 

差引不足額又は超過額              円 

 

４ 内訳  

⑴ 基本分 

ア 基準額              円 

  イ 対象経費の実支出額        円 

ウ 選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 ⑵ 加算分 

    選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 ⑶ 高騰加算分 

  ア 高騰加算基準額          円 

  イ 対象経費の実支出額から⑴ア基準額を減じた額        円 

  ウ 選定額     円×補助率  ＝      円（千円未満切捨て） 

 

５ 関係書類 

⑴  事業計画書 

⑵  見積書及び内訳書の写し 

⑶  当該事業に関する収支予算書（又は見積書）抄本 

※上記書類のうち、当初交付申請時から変更がない場合は、添付を省略することができる。 



第５号様式（第８条関係） 

 

                            年  月  日  

 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

                 所在地 

                 名 称 

                 代表者職氏名             

 

 

変 更 

事業計画    承認申請書 

廃 止 

 

 

      年  月  日付け    第   号をもって補助決定された事業  

変更 

の  をしたいので、承認されたく次の理由を付して申請します。 

 廃止 

 

 

  変 更 

1     理 由 

   廃 止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画変更の場合は、計画変更後の事業計画書及び収支予算書を添付すること。 



第６号様式（第９条関係） 

                                 第   号 

所在地 

名 称 

代表者職氏名 

 

板橋区民間保育所等整備費補助変更交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった板橋区民間保育所等整備費補助金を下

記により交付する。 

 

      年  月  日 

 

板橋区長              

 

記 

 

１ 交付金額 

  金            円 

  （内訳）基本分        円 

      加算分        円 

      高騰加算分      円 

 

２ 対象施設及び対象事業 

 

３ 補助条件 

⑴ この補助金は、補助事業以外の用に使用してはならない。 

⑵ 補助事業を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更又は

廃止承認申請書を区長に提出すること。 

⑶ 次の各号の一に該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部又は一部

の返還を命ずることがある。 

  ア 不正又は虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。 

  イ 補助事業以外に使用したとき。 

  ウ 事業の計画を縮小し、又は廃止したとき。 

  エ 区長の指定する交付の条件に違反したとき。 

⑷ 補助事業が終了した後は、速やかに区長の指定する事業報告書を提出すること。 

 

４ 申請の撤回 

申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、こ

の交付の決定の通知を受領後１４日以内に、申請の撤回をすることができる。 



第７号様式（第９条関係） 

第     号 

                            年  月  日  

 

 

             様 

 

 

板橋区長             

 

 

板橋区民間保育所等整備費補助変更交付申請却下通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあった板橋区民間保育所等整備費補助について

は、下記の理由により却下することに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

却下理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１０条関係） 

 

 

請    求    書 

 

 

金               円 

 

 

ただし、    年  月  日付け    第    号で交付決定通知のあった

板橋区民間保育所等整備費補助金として上記の金額を請求します。 

 

 

                     年   月   日 

 

 

                所在地 

                名 称 

                代表者職氏名                 

 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１４条関係） 

 

                            年  月  日  

 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

                所在地 

                名 称 

                代表者職氏名              

 

 

板橋区民間保育所等整備費補助申請取下げ書 

 

 

年  月  日付け    第   号で決定のあった板橋区民間保育

所等整備費補助について、下記の理由により申請を取り下げます。 

 

 

記 

 

 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１６条関係） 

 

                            年  月  日  

 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

                 所在地 

                 名 称 

                 代表者職氏名             

 

 

板橋区民間保育所等整備費補助事業実績報告書 

 

 

年  月  日付け    第   号で決定のあった板橋区民間保育所等

整備費補助事業を別紙のとおり実施しましたので、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 対象施設及び対象事業 

 

 

２ 事業実施期間 

     年  月  日 ～    年  月  日 

 

３ 添付書類 

⑴ 契約書及び内訳書の写し 

⑵ 工事完了報告書 

⑶ 施設整備後の写真 

⑷ 当該事業に関する収支決算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１７条関係） 

第   号 

 

所在地 

                 名 称 

代表者職氏名 

 

板橋区民間保育所等整備費補助交付額確定通知書 

 

年  月  日付     第  号により交付決定した板橋区民間保育所等整備費補助金に

ついて、年  月  日付けの実績報告書に基づき、下記のとおり交付額を確定する。 

 

 年  月  日 

 

                  板橋区長               

 

記 

 

１ 補助金確定額   

金            円 

 

２ 内訳 

 ⑴ 基本分         円 

 ⑵ 加算分         円 

 ⑶ 高騰加算分       円 

 

 

 

 

 

 

※ 申請者は、この交付の内容に異議があるときは、この交付額確定通知書を受けと

った日から起算して１４日以内に、申請の撤回をすることができる。 



第１２号様式（第２３条関係） 

 

   年    月    日 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

所在地 

        設置者 

           代表者職氏名             

 

 

板橋区民間保育所等整備費補助財産処分承認申請書 

 

 

  年  月  日付け     第   号をもって交付額確定のあった上記補助金に

係る事業により取得した財産について、下記のとおり処分したいので承認を申請します。 

 

 
記 

 

１  保育施設の名称等 

  施設名称： 

  所在 地： 

 補助金額： 

 

２ 処分しようとする財産及びその理由 

財産の名称 規 格 数 量 処分の方法 処分の理由 
備考 

（処分の時期等） 

      

 

３ 相手方（住所、氏名、使用の場所及び流用の目的） 

   

 

４ 処分の条件 

 

 



５ 添付書類 

（１）対象施設の図面（補助対象部分、面積を明記したもの） 

（２）対象施設の写真 

（３）老朽度調書（老朽化による取壊しの場合等） 

（４）総事業費を確認できる工事請負契約書等 

（５）交付決定通知書及び確定通知書の写し 

（６）その他、参考となる資料 

 

※ 処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合

は用途を記載する。取得財産が共有の場合は、備考に共有相手方及び共有比率を記載する

こと。 

※ 売却、譲渡、交換、貸与、担保提供の相手方のある場合は、それぞれの相手方及びその条

件について３、４に記載する。自己使用の場合は不要。 

※ 共有及び処分の相手方がある場合は、この用紙に記載される情報が区に提出されることに

つき相手方の了解を受けること。 

 

 

 



第１３号様式（第２５条関係） 

 

                            年  月  日  

 

 

（宛先）板 橋 区 長 

 

 

                 所在地 

                 名 称 

                 代表者職氏名             

 

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

年  月  日付け    第   号で確定を受けた保育所整備事業につい

て、板橋区民間保育所等整備費補助要綱の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額 

  金       円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額

（要補助金返還額） 

  金       円 

 

３ 添付書類 

⑴ ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定

申告後に修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

⑵ ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳など 
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